
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
は

　

現
役
世
代
と
高
齢
者
世
代
の
負
担
を
明
確

に
し
、
将
来
に
わ
た
り
、
高
齢
者
に
安
定
し

た
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。

対
象
と
な
る
方

▼
75
歳
以
上
の
方　

▼�

65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方
で
、
一
定
の
障

害
が
あ
り
、
加
入
を
希
望
す
る
方

保
険
証
の
更
新
に
つ
い
て

　

本
年
８
月
か
ら
保
険
証
が
変
わ
り
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は
、
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま

す
。

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

　

入
院
・
外
来
の
際
の
保
険
適
用
分
の
医
療

費
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
区
分
に
よ
る
自
己

負
担
限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
、
そ
の
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。
所
得
区
分
に
よ
る
申
請
基
準
が

あ
り
ま
す
の
で
、
下
記
の�

表
１�

を
参
照
く

だ
さ
い
。

＊��

現
在
、
限
度
額
認
定
証
を
お
持
ち
で
な
い

方
は
、
下
記
の
①
ま
た
は
②
の
事
前
申
請

が
必
要
で
す
。
既
に
申
請
済
み
で
、
引
き

続
き
対
象
の
方
に
は
、
各
認
定
証
を
保
険

証
に
同
封
し
て
送
付
し
ま
す
。

①
限
度
額
適
用
認
定
証(

現
役
並
み
所
得
者)

②�

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

（
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
）

【
事
前
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・
保
険
証

・
印
鑑（
ス
タ
ン
プ
印
は
不
可
）

保
険
料
に
つ
い
て

　

納
付
方
法
は
大
き
く
分
け
て
下
記
の
２
種

類
が
あ
り
ま
す
。

■ 

特
別
徴
収（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

　

年
金
か
ら
自
動
的
に
天
引
き
す
る
納
付
方

法
を
特
別
徴
収
と
い
い
ま
す
。
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
加
入
の
方
は
、
原
則
と
し
て
年
金

天
引
き
で
納
め
ま
す
。

＊�

こ
の
方
法
で
支
払
う
場
合
は
、
手
続
き
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
年
金
天

引
き
が
始
ま
る
ま
で
の
一
定
期
間
は
、
納

付
書
に
よ
り
納
め
て
い
た
だ
く
期
間
が
発

生
し
ま
す
。
な
お
、
年
金
天
引
き
の
開
始

時
期
な
ど
に
つ
い
て
は
、
文
書
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

■ 

普
通
徴
収（
納
付
書
や
口
座
振
替
）

　

市
役
所
か
ら
自
宅
に
送
付
さ
れ
た
納
付
書

や
金
融
機
関
へ
の
手
続
き
に
よ
っ
て
口
座
振

替
で
支
払
う
納
付
方
法
を
普
通
徴
収
と
い
い

ま
す
。

＊�

年
齢
到
達
や
転
入
な
ど
に
よ
り
、
新
た
に

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
に
な
っ
た

方
な
ど
が
対
象
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
対
象
者
の
皆
さ
ま
へ

７
月
中
旬
に
新
し
い
保
険
証
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

後期高齢者医療保険料の
均等割額９割軽減の皆さまへ

　後期高齢者医療保険料の均等割額について、これまで９割軽減となっていた方は、今年度から８割
軽減に変わります。また、介護保険料については、今年度から所得の低い高齢者への保険料の負担軽
減が強化されます。所得の低い年金受給者の方へは10月から、年金生活者支援給付金（基準月額最高
5,000円）の制度が始まります。詳しくは問い合わせください。

　今年度から、後期高齢者医療保険に加入されている方を対象に、皆さまの健康と生活水準の維持を
図るとともに、医療費適正化を推進するため、自宅訪問による保健指導を実施します。対象者の方に
は事前にお知らせしますので、ご協力ください。

適正な医療機関の受診は、あなたの健康の保持・増進、そして医療費の増加を防ぐために必要です。

●介護保険料の軽減は、課税者が同居している場合は対象外となります。
●老齢年金生活者支援給付金（補足的な給付を含む）を受け取るためには、以下の支給要件を全て満たす
　必要があります。
　・65歳以上で老齢基礎年金を受給中であること
　・世帯全員が住民税非課税であること
　・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が879,300円以下であること
●医療保険料を年金天引きで納めている場合、天引き額への影響は、本年10月からの予定です。

(例）年金収入80万円以下の方

決
定
通
知
書
が
届
い
た
ら
、　

ま
ず
確
認
！

　

保
険
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て
、

｢

今
ま
で
ど
お
り
年
金
天
引
き
さ
れ

る
だ
ろ
う｣

｢

口
座
振
替
さ
れ
る
だ

ろ
う｣

と
思
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

所
得
の
変
更
や
世
帯
構
成
の
変
更

な
ど
に
よ
り
、
納
付
方
法
が
変
わ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

決
定
通
知
書
が
届
い
た
ら
、
納
付

書
が
入
っ
て
い
な
い
か
、
必
ず
確
認

し
ま
し
ょ
う
。

決定通知書は、このような
黄色の封筒で届きます。

　　〒895-8650

　　薩摩川内市神田町３番22号

　　薩摩川内 太郎 様

期　別 納 期 限

第 1 期

令和

元年

7/31（水）

第 2 期 9/ ２（月）

第 3 期 10/31（木）

第 4 期 12/ ２（月）

第 5 期 令和

２年

1/31（金）

第 6 期 3/ ２（月）

普通徴収の納期

所得区分 基　準 限度額証などの
発行・申請の要

現役並み所得者Ⅲ 課税所得 690 万円以上 ×

現役並み所得者Ⅱ 課税所得 380 万円以上
○

現役並み所得者Ⅰ 課税所得 145 万円以上

一般 現役並み所得者、低所得者Ⅱ、
低所得者Ⅰ以外の方 ×

低所得者Ⅱ 世帯全員が住民税非課税

○
低所得者Ⅰ

世帯全員が住民税非課税で世帯
の所得が一定の基準以下の方
と、老齢福祉年金受給者

（表１）高額療養費に該当する場合の申請基準

保険料の納付額（１割）
（月平均 約420円納付）

保険料の納付額（２割）
（月平均 約840円納付）

平成30年度 令和元年度

９割軽減 ８割軽減

適正な医療機関受診のために

問合先
本庁保険年金課（内線 2831・2832）
本庁高齢・介護福祉課（内線 2820・2821）
年金ダイヤル（0570 － 05 － 1165）

▶後期高齢者医療制度について
▶介護保険について
▶年金生活者支援給付金について

①重複・頻回受診者
訪問事業

②未受診高齢者
健康づくり訪問事業

③要医療者等
訪問事業

　過去４カ月間の診療により、同一疾
病で４つ以上の医療機関を受診してい
る方や、毎月15日以上医療機関を受
診している方を対象に、訪問して現在
の生活の状況などをお聞かせいただき
ます。健康の保持、増進や疾病の早期
回復、適正な服薬状況のためのお薬手
帳の活用などについて詳しく説明させ
ていただきます。　

　過去１年以内に、医療機関、長
寿健診のどちらも
受診していない方
を対象に訪問し、
後期高齢者医療保
険事業の説明や健
康状態の確認をさ
せていただきます。

　長寿健診などの結果によ
り、医療を受けることが必
要だと判断された方を対象
に訪問し、生活習慣病の早
期治療につなげ、重症化を
予防するとともに、健康づ
くりなどについてのお話を
させていただきます。

4広報薩摩川内　2019.7.105 2019.7.10　広報さつませんだい


